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概要 

令和 7 年度税制改正に伴い、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。 

 

居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族１

⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼63 万円を控除する特定親族特別控

除が創設されました。 

 

なお、年末調整において特定親族特別控除の適⽤を受けようとする⼈は、給与の支払者

に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。 

 

(注) 

「特定親族」とは、居住者と⽣計を⼀にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族（配偶者、

⻘⾊事業専従者として給与の支払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除きます。）で合計所

得⾦額が 58 万円超 123 万円以下の⼈をいいます。 

なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。 
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特定親族特別控除に関わる入力 

データ入力画面 

特定親族の⼈数の入力が追加になります。 

特定親族に該当する親族の⼈数を入力してください。 

 

⼀覧入力でも入力可能になります。 
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年末調整項目入力画面 

特定親族の⼈数と特定親族特別控除の⾦額の入力が追加になります。 

特定親族に該当する親族の⼈数及び特定親族特別控除の⾦額を入力してください。 

 

 

特定親族特別控除の⾦額は、申告書に記載されている⾦額を入力してください。 

「特定親族特別控除 1」に①の⾦額、「特定親族特別控除 2」に②の⾦額、3 ⼈以上対象が

存在する場合は、「特定親族特別控除 3～」へ 3 ⼈以上からの合計⾦額を入力してくださ

い。 

※「特定親族特別控除 3～」の⾦額に「特定親族特別控除 1」「特定親族特別控除 2」の⾦

額を含めないでください。 
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特定親族特別控除に関わる帳票 

基礎資料 1の変更箇所 

特定親族の⼈数の表示を追加しています。 

変更前 

 

変更後 

 

 

源泉徴収簿の変更箇所 

特定親族の⼈数の表示を追加しています。 

変更前 

 

変更後 
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給与支払報告書・源泉徴収票の変更箇所 

特定親族の⼈数と⾦額の表示を追加しています。 

変更前 

 

変更後 

 

 

年末調整チェックリストの変更箇所 

特定親族の⾦額の表示を追加しています。 

変更前 

 

変更後 
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第 1回メンテナンス後の注意 

第 1 回メンテナンス完了後は、年末調整の確定計算は⾏わないようお願いいたします。 

年末調整の入力・仮計算は⾏っていただいて問題ございません。 

第 2回メンテナンスの予定 

以下の日程でメンテナンスを予定しています。 

2025/11/27（木） 10:00-11:00 

※電子データの CSVレイアウト公開時期により、日程が変更となる可能性があります。 

 

第 2 回メンテナンスは、電子データの CSV レイアウトに対応します。 

 


